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青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
一
号

青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
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る
規
則

青
森
県
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境
影
響
評
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例
施
行
規
則

(

平
成
十
二
年
六
月
青
森
県
規
則
第
百
六
十
三
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
三
号
ホ
中

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

を

｢

鳥
獣
の

保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
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青
森
県
自
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環
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す
る
規
則

青
森
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
八
年
十
二
月
青
森
県
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則
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の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
九
号
中

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

を

｢

鳥
獣
の
保
護
及

び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
三
号

青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
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立
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(

昭
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三
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年
六
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次
の
よ
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に
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す
る
。
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第
十
五
条
第
十
八
号
の
十
二
及
び
第
二
十
八
号
の
五
中

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律｣

を

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
、
同
号

の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
八
の
五
の
二

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
が
実
施
す
る
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
又
は
同
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
県
か
ら
委
託
を
受
け
た
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
と
し
て
鳥
獣
を
捕
獲
し
、
又
は

殺
傷
す
る
こ
と
。

二
十
八
の
五
の
三

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の

二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
国
の
機
関
が
実
施
す
る
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
又
は
同
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
国
の
機
関
か
ら
委
託
を
受
け
た
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
と
し
て
鳥
獣
を

捕
獲
し
、
又
は
殺
傷
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
第
二
十
八
号
の
六
中

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

を

｢

鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
四
号

青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
四
年
四
月
青
森

県
規
則
第
三
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

第
一
条
中

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(｣

を

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理

並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(｣

に
、

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
施
行
令｣

を

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令｣

に
、

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則｣

を

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則｣

に
、

｢

青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
施
行
条
例｣

を

｢

青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
施
行
条
例｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
十
四
号
中

｢

第
二
十
三
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
八
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
四
十
五
号
と
し
、
同
条
第
三
十
三
号
中｢

第
二
十
二
号
様
式｣

を｢

第
二
十
七
号
様
式｣

に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
四
十
四
号
と
し
、
同
条
第
三
十
二
号
中

｢

第
二
十
一
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
六
号
様

式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
十
三
号
と
し
、
同
条
第
三
十
一
号
中

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令｣

を

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
施
行
令｣

に
、

｢

第
二
十
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
五
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
十
二

号
と
し
、
同
条
第
三
十
号
中

｢

第
十
九
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
四
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
四
十
一
号
と
し
、
同
条
第
二
十
九
号
中

｢

第
十
八
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
三
号
様
式｣

に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
四
十
号
と
し
、
同
条
第
二
十
八
号
を
同
条
第
三
十
九
号
と
し
、
同
条
第
二
十
七
号
中

｢

第
十
三
号
様
式｣

を

｢

第
十
八
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
八
号
と
し
、
同
条
第
二

十
六
号
中｢

第
十
七
号
様
式｣

を｢

第
二
十
二
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
七
号
と
し
、

同
条
第
二
十
五
号
中

｢

第
十
六
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
一
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十

六
号
と
し
、
同
条
第
二
十
四
号
中

｢

第
十
五
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
三
十
五
号
と
し
、
同
条
第
二
十
三
号
中

｢

第
十
四
号
様
式｣

を

｢

第
十
九
号
様
式｣

に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
三
十
四
号
と
し
、
同
条
第
二
十
二
号
を
同
条
第
三
十
三
号
と
し
、
同
条
第
二
十
一
号

中

｢

第
十
三
号
様
式｣

を

｢

第
十
八
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
二
号
と
し
、
同
条
第

二
十
号
中

｢

第
十
二
号
様
式｣

を

｢

第
十
七
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
一
号
と
し
、

同
条
第
十
九
号
中

｢

第
十
一
号
様
式｣

を

｢

第
十
六
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
号
と

し
、
同
条
第
十
八
号
中

｢

第
十
号
様
式｣

を

｢

第
十
四
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
五

号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

二
十
六

省
令
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
酔
銃
猟
許
可
申
請
書

第
十
五
号
様

式
二
十
七

省
令
第
四
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
麻
酔
銃
猟
許
可
証
再
交
付
申
請
書

第

三
号
様
式

二
十
八

省
令
第
四
十
六
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
所
等
変
更
届
出
書

第
四
号
様
式

二
十
九

省
令
第
四
十
六
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
麻
酔
銃
猟
許
可
証
亡
失
届
出
書

第
五

号
様
式
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第
二
条
第
十
七
号
中

｢

第
九
号
様
式｣

を

｢

第
十
三
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
四

号
と
し
、
同
条
中
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
七
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
十
三
号
中

｢

第

八
号
様
式｣

を

｢

第
十
二
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
号
と
し
、
同
条
中
第
十
号
か
ら

第
十
二
号
ま
で
を
七
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
九
号
中

｢

第
七
号
様
式｣

を

｢

第
十
一
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
六
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中

｢

第
六
号
様
式｣

を

｢

第
十
号
様
式｣

に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
の
次
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

八

法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
認
定
申
請
書

第
六
号
様
式

九

省
令
第
十
九
条
の
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
証
再
交
付
申
請
書

第
三
号
様
式

十

省
令
第
十
九
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
証
亡
失
届
出
書

第
五
号
様
式

十
一

法
第
十
八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
変
更
認
定
申
請
書

第
七
号
様
式

十
二

省
令
第
十
九
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
軽
微
事
項
変
更
届
出
書

第
八
号
様
式

十
三

法
第
十
八
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
廃
止
届
出
書

第
九
号

様
式

十
四

法
第
十
八
条
の
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
認
定
有
効
期
間
更
新
申
請
書

第
六
号
様
式

第
三
条
第
一
項
中

｢

前
条
第
十
七
号
及
び
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で｣

を

｢

前
条
第
二

十
四
号
及
び
第
四
十
号
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で｣

に
改
め
る
。

第
五
条
中

｢

鳥
獣
保
護
員｣

を

｢

鳥
獣
保
護
管
理
員｣

に
改
め
る
。

別
表
中

｢

第
二
条
第
十
七
号｣

を

｢

第
二
条
第
二
十
四
号｣

に
、

｢

第
二
条
第
十
八
号｣
を

｢

第

二
条
第
二
十
五
号｣

に
、

｢

第
二
条
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で｣

を

｢

第
二
条
第
三
十
号
か

ら
第
三
十
九
号
ま
で｣

に
、

｢

第
二
条
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で｣

を

｢

第
二
条
第
四
十

号
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の

(

そ
の
一)

中

｢､
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢､

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
、

｢に
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を｢に
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
、

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理

並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

に
改
め
、
同

(

そ
の
一)

の
注
の
１
中

｢愛
が

ん
｣

を

｢愛
玩
｣

に
改
め
、
同
注
の
３
中

｢記
載
す
る
｣

の
次
に

｢も
の
と
し
､
こ
の
場
合
に
は
､

当
該
銃
器
の
所
持
に
つ
い
て
現
に
受
け
て
い
る
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
４
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
に
係
る
許
可
証
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日
(当
該
許
可
が
同
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
る

も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
､
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
第
５
条
第
２
項
に
規
定
す

る
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
届
出
済
証
明
書
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日
を
含
む
｡
)
を
記
載
す
る
｣

を
加
え
、
同
注
の
７
及
び
８
中

｢に
よ
る
生
活
環
境
､
農
林
水
産
業
又
は
生
態
系
に
係
る
被
害
の
防

止
｣

を

｢の
管
理
｣

に
改
め
、
同
様
式
の

(

そ
の
二)

中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
、

｢に
よ
る

生
活
環
境
､
農
林
水
産
業
又
は
生
態
系
に
係
る
被
害
の
防
止
｣

を

｢の
管
理
｣

に
改
め
、
同
様
式
の

(

そ
の
三)

の
注
の
２
中

｢記
載
す
る
｣

の
次
に

｢も
の
と
し
､
こ
の
場
合
に
は
､
当
該
銃
器
の
所

持
に
つ
い
て
現
に
受
け
て
い
る
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に

係
る
許
可
証
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日
(当
該
許
可
が
同
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
､
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
第
５
条
第
２
項
に
規
定
す
る
人
命
救
助
等

に
従
事
す
る
者
届
出
済
証
明
書
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日
を
含
む
｡
)
を
記
載
す
る
｣

を
加
え
る
。

第
二
号
様
式
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管

理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中

｢従
事
者
証
｣

の
次
に

｢､
認
定
証
｣

を
、

｢販
売
許
可
証
｣

の
次
に

｢､
麻
酔

猟
銃
許
可
証
｣

を
加
え
、

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
改
め
、

｢第
２
４
条
第
６
項
｣

の
次
に

｢､

第
３
８
条
の
２
第
７
項
)
(鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
１
９
条
の
９
第
３
項
｣

を
加
え
、
同
様
式
の
注
中
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
２
と
し
て
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

２
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
の
場
合
は
､
職
業
及
び
生
年
月
日
の
記
載
を
要
せ
ず
､
ま
た
､

１
に
は
､
認
定
証
の
交
付
年
月
日
を
併
記
す
る
こ
と
｡

第
四
号
様
式
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

を

｢鳥
獣
の
保

護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

に
改
め
、

｢第
２
４
条
第
５
項
｣

の
次
に

｢､
第
４
６
条
の
２
第
５
項
｣

を
、

｢販
売
許
可
証
｣

の
次
に

｢､
麻
酔
銃
猟
許
可
証
｣

を

加
え
る
。

第
五
号
様
式
中

｢従
事
者
証
｣

の
次
に

｢､
認
定
証
｣

を
、

｢販
売
許
可
証
｣

の
次
に

｢､
麻
酔

銃
猟
許
可
証
｣

を
加
え
、

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

を

｢鳥

獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

に
改
め
、

｢第
７
条
第
１

４
項
｣

の
次
に

｢､
第
１
９
条
の
９
第
５
項
｣

を
、

｢第
２
４
条
第
６
項
｣

の
次
に

｢､
第
４
６
条

の
２
第
６
項
｣

を
加
え
る
。
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( )

第
二
十
三
号
様
式
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

を

｢鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十

八
号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
二
号
様
式
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

を

｢鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１

中

｢生
育
｣

を

｢生
息
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十
七
号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
一
号
様
式
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及

び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十
六
号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
号
様
式
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
｣

を

｢鳥
獣
の
保

護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十
五
号
様

式
と
す
る
。

第
十
九
号
様
式
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

を

｢鳥
獣
の

保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十
四

号
様
式
と
す
る
。

第
十
八
号
様
式
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

を

｢鳥
獣
の

保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣
に
、

｢給
� じ

施
設
｣

を

｢給
�

施
設
｣

に
、

｢採
� じ

｣

を

｢採
�
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十
三
号
様
式
と
す
る
。

第
十
七
号
様
式
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を
｢鳥
獣
の
保
護
及
び

管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十
二
号
様
式
と
す
る
。

第
十
六
号
様
式
の

(

そ
の
一)

の

(

表
面)

中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
、

｢写
真
ち
よ
う
付

欄
｣

を｢写
真
貼
付
欄
｣

に
、｢青
森
県
収
入
証
紙
ち
よ
う
付
欄
｣

を｢青
森
県
収
入
証
紙
貼
付
欄
｣

に
改
め
、
同

(

そ
の
一)

の
注
の
２
中

｢楷 か
い書
で
明
瞭 り
よ
うに
｣

を

｢楷
書
で
明
瞭
に
｣

に
改
め
、
同
注

の
７
中

｢は
り
付
け
る
｣

を

｢貼
り
付
け
る
｣

に
改
め
、
同
様
式
の

(

そ
の
二)

中

｢鳥
獣
の
保
護

及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
｣

に
、｢写
真
ち
よ
う
付
欄
｣

を｢写
真
貼
付
欄
｣

に
、｢青

森
県
収
入
証
紙
ち
よ
う
付
欄
｣

を

｢青
森
県
収
入
証
紙
貼
付
欄
｣

に
改
め
、
同

(

そ
の
二)

の
注
の
１
中

｢楷 か
い書
で
明
瞭 り
よ
うに
｣

を

｢楷
書
で
明
瞭
に
｣

に
改
め
、
同
注
の
４
中

｢は
り
付
け
る
｣

を

｢貼
り
付
け
る
｣

に
改
め
、
同
様

式
を
第
二
十
一
号
様
式
と
す
る
。

｢

第
十
五
号
様
式
の

(

表
面)

中

を

｣

｢

に
、

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

｣

正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
改

め
、
同
様
式
の

(

裏
面)

中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢�
｣

を

｢�
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
12
を
13
と
し
、
11
を
12
と
し
、
10
を
11
と
し
、
９
を
10

と
し
、
８
を
９
と
し
、
同
注
の
７
中

｢�
｣

を

｢�
｣

に
改
め
、
同
７
を
同
注
の
８
と
し
、
同
注
の

６
の
次
に
同
注
の
７
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７
�
は
､
該
当
す
る
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
｡
ま
た
､
該
当
す
る
規
定
に
応
じ
て
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

�
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
６
５
条
第

１
項
第
７
号
に
該
当
す
る
場
合
許
可
捕
獲
等
に
係
る
許
可
証
の
写
し
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
書
面
及
び
当
該
許
可
捕
獲
等
に
係
る
捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
結
果
の
報
告
を
記
載
し
た

書
類
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面

�
同
項
第
８
号
に
該
当
す
る
場
合
従
事
者
証
の
写
し
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
並
び
に

従
事
者
と
し
て
従
事
し
た
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
結
果
と
し
て
捕
獲
等
に
従
事
し
た
場
所
､
そ

の
捕
獲
等
を
さ
れ
た
鳥
獣
の
種
類
別
の
員
数
及
び
処
置
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
書
面
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※
放
鳥
獣
猟
区
の
区
域
の
登
録
の
有
無

※
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
６
５
条
第
１

項
第
７
号
か
ら
第
９
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
で
あ
る
か
否
か
の
別

※
放
鳥
獣
猟
区
の
区
域
の
登
録
の
有
無

�
職
業

�
職
業

れ
に
も
該
当
し
な
い
｡

に
該
当
す
る
｡

３
第
９
号
(認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
捕
獲
従
事
者
)
に
該
当
す
る
｡

４
い
ず

１
第
７
号
(許
可
捕
獲
等
を
し
た
者
)
に
該
当
す
る
｡

２
第
８
号
(許
可
捕
獲
等
に
従
事
し
た
者
)

�
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
６
５
条
第
１
項
第
７
号
か
ら
第

９
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
か
否
か
の
別



( )
�
同
項
第
９
号
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
捕
獲
従
事
者
と
し
て
所
属
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
者
が
受
け
て
い
る
認
定
に
係
る
認
定
証
の
写
し
､
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者

が
作
成
す
る
捕
獲
従
事
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
､
申
請
前
１
年
以
内
に
県
内
に
お

い
て
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
よ
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
と
し
て
鳥
獣
の
捕
獲
等
が

さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
係
る
従
事
者
証
の
写
し
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
書
面

第
十
五
号
様
式
を
第
二
十
号
様
式
と
す
る
。

第
十
四
号
様
式
の

(

表
面)
中

｢

を

｣

｢

に
、

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

｣

正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
、

｢青
森
県
収
入
証
紙
ち
よ
う
付
欄
｣

を

｢青
森
県
収
入
証
紙
貼
付
欄
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
２

中

｢楷 か
い書
で
明
瞭 り
よ
うに
｣

を

｢楷
書
で
明
瞭
に
｣

に
改
め
、
同
注
の
８
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に

改
め
、
同
様
式
を
第
十
九
号
様
式
と
す
る
。

第
十
三
号
様
式
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び

管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
八
号
様
式
と
す
る
。

第
十
二
号
様
式
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び

管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
七
号
様
式
と
す
る
。

第
十
一
号
様
式
の

(

表
面)

中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
、｢青

森
県
収
入
証
紙
ち
よ
う
付
欄
｣

を

｢青
森
県
収
入
証
紙
貼
付
欄
｣

に
改
め
、
同
様
式
の

(

裏
面)

中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
、

｢な
し
｣

を

｢無
｣

に
、

｢あ
り
｣

を

｢有
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
の
注
の
２
中

｢楷 か
い書
で
明
瞭 り
よ
うに
｣

を

｢楷
書
で
明
瞭
に
｣

に
改
め
、
同
注
の
９
中

｢は
つ
た
｣

を

｢貼
つ
た
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
六
号
様
式
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中｢給

� じ

｣

を｢給
�
｣

に
、｢鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
四

号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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適
性
検
査
の
結
果
視
力
聴
力
運
動
能
力

※
適
性
検
査
の
免
除

※
適
性
検
査
の
結
果
視
力
聴
力
運
動
能
力

第
二
種
銃
猟
免
許

知
事

年
月

日
取
消
し

場
所

日
時

�
受
け
よ
う
と
す
る
適
性
検
査
の
日
時
及
び
場
所

第
二
種
銃
猟
免
許

知
事

年
月

日
取
消
し
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( )

第
九
号
様
式
中

｢､
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢､
鳥
獣
の
保
護
及

び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
、

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
施
行
令
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
｣

に

改
め
、
同
様
式
を
第
十
三
号
様
式
と
す
る
。

第
八
号
様
式
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管

理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
二
号
様
式
と
す
る
。

第
七
号
様
式
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管

理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
一
号
様
式
と
す
る
。

第
六
号
様
式
中

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢鳥
獣
の
保
護
及
び
管

理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
号
様
式
と
す
る
。

第
五
号
様
式
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。
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( )

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
九
号

庁

中

一

般

各

地

域

県

民

局

鳥
獣
保
護
員
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

鳥
獣
保
護
員
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

鳥
獣
保
護
員
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
八
年
十
月
青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

鳥
獣
保
護
管
理
員
に
関
す
る
規
程

第
一
条
中

｢

鳥
獣
保
護
員｣

を

｢

鳥
獣
保
護
管
理
員｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

を

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並

び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

に
、｢

鳥
獣
保
護
員｣

を｢

鳥
獣
保
護
管
理
員｣

に
改
め
る
。

第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
中

｢

鳥
獣
保
護
員｣

を

｢

鳥
獣
保
護
管
理
員｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

鳥
獣
保
護
員｣

を

｢

鳥
獣
保
護
管
理
員｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

｢

鳥
獣
保
護
事

業｣
を

｢

鳥
獣
保
護
管
理
事
業｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中

｢

鳥
獣
保
護
員｣

を

｢

鳥
獣
保
護
管
理
員｣

に
改
め
る
。

第
十
条
中

｢
鳥
獣
保
護
員
は
、
鳥
獣
保
護
員
の
証｣

を

｢

鳥
獣
保
護
管
理
員
は
、
鳥
獣
保
護
管
理

員
の
証｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中

｢
鳥
獣
保
護
員｣

を

｢

鳥
獣
保
護
管
理
員｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
中

｢鳥
獣
保
護
員
で
あ
る
｣

を

｢鳥
獣
保
護
管
理
員
で
あ
る
｣

に
、

｢鳥
獣
保
護
員
に

関
す
る
規
程
｣

を

｢鳥
獣
保
護
管
理
員
に
関
す
る
規
程
｣

に
、

｢鳥
獣
保
護
員
は
｣

を

｢鳥
獣
保
護
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( )
管
理
員
は
､
｣

に
、

｢鳥
獣
保
護
事
業
｣

を

｢鳥
獣
保
護
管
理
事
業
｣

に
、

｢加
工
品
｣

を

｢そ
の

加
工
品
｣

に
、

｢き
損
し
た
｣

を

｢毀
損
し
た
｣

に
、

｢鳥
獣
保
護
員
の
身
分
｣

を

｢鳥
獣
保
護
管

理
員
の
身
分
｣

に
、

｢鳥
獣
保
護
員
の
証
｣

を

｢鳥
獣
保
護
管
理
員
の
証
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
号

平
成
十
二
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

(

鳥
獣
の
保
護
繁
殖
上
一
般
に
支
障
が
な

い
と
認
め
ら
れ
る
行
為
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

前
文
中

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

を

｢
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
、
第
三
号
ロ
中｢

く
ず
か
ご｣
を｢
く
ず
籠｣

に
改
め
、

第
四
号
中

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令｣

を

｢
鳥
獣
の
保
護
及
び
管

理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令｣

に
改
め
、
同
号
イ
中

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

を

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
、
同
号
ト
中

｢

放
送
の｣

を

｢

基
幹
放
送
の｣

に
、

｢

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法

(
昭
和

四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号)

に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設｣

を

｢

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送

(

有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
同
法
第
二
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
を
い
う
。)

の
用
に
供
す
る
放
送
設
備｣

に
改
め
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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